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本稿では単階層組級のパートナーシップ

企業の管理形態と多階層組紋のプリンシ

パル・エージェント企業の管理形態を比

較する。パートナーシップ企業は全エー

ジェントにチーム生産物を均衡予算配分

することで、そして、エージェントが相

互に自己規制しあうことで組織管理を行

おうとする。これに対し、プリンシパ

ル・エージェント企業はモニタリングと

インセンティブの管理機能を組織の中に

組み込むことで、そして、その機能を果

たすプリンシパルに残余請求権を与える

ことでエージェントの行動を強制規制す

ることで組織管理を行おうとする。我々

はプリンシパル・エージェント企業でも

パートナーシップ企業の自己規制による

組織管理（パートナーシップ企業のエー

ジェント問の相互集団圧力による集団規

範の遵守をとおしての組枝管理）が補完

的に機能することを明らかにする。

プリンシパル・エージェント企業はプ

リンシパルに残余請求権を与えるという

インセンティブ制度を組紙に組み込むこ

とで、パートナーシップ企業での自己規

制を真に確実な強制規制にする。ところ

が、プリンシパル、スーパーバイザー、

エージェントからなる多階層組織を考え

たとき、エージェント問の結託を阻止す

るために組私に導入されたインセンティ

ブ制度は、残余請求権を与えられたスー

パーバイザーとエージェント問に結託を

誘発することになる。このとき、プリン

シパルはスーパーバイザーに対するモニ

タリング制度を通じてスーパーバイザー

とエージェントとの結託の誘発を阻止す

ることになる。プリンシパル・エージェ

ント企業がモニタリングとインセンティ

ブ管理制度を組級に組み込むことで有効

的にスーパーバイザーとエージェントと

の結託を阻止することができるならば、

パートナーシップ企業の自己規制的管理

は強制規制的管理へと移行することが可

能になることを示す。このことは、なぜ、

組織は、あるときには、パートナーシッ

プ企業の形態をとり、あるときには、プ

リンシパル・エージェント企業の形態を

とるのか、また、ある場合には、モニタ

リングとインセンティブ制度を持つプリ

ンシパル・エージェント企業が自己規制

的な管理形態に根ざすパートナーシップ

企業より優れているのかを示すことにな

る。

1．イントロダクション

本稿では、社会規範の自己規制的遵守を基本とす

るソーシャル・ノルム・マネジメントの視点か

ら、パートナーシップ企業ないしプリンシパル・

エージェント企業はどのように組織化されるべき

か、そして、その組織効果はどのようなものであ

るのかを考察する（Akelof［2］；Ktibler［7］）。一般

的に、パートナーシップ企業のような自主管理自

主運営の企業は、残余請求権を持つプリンシパル

ないし監視員の存在なしに、全エージェントの相

互信頼の下に運営されている。ひとつの単純なパ

ートナーシップ企業、例えば、イクオール・パー

トナーシップ企業では、各エージェントがチーム

生産物に対し、均衡予算の制約の下で、しかも、

均等に残余請求権を持つ報酬配分シェーマの下

で、各エージェントにより選択される努力水準は

効率的生産水準のために投下される努力水準に比

して過小であることが知られている。これは、す

べてのエージェントが当該エージェントの投下努

力による生産物に対し等しく残余請求権を持つた

め、当該エージェントが追加努力を投下したとし

てもそれに応じた十分な追加利得が当該エージェ
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ントに支払われないからである（Holmstr6m［6］）。

組織のメンバーはチーム生産物に対してその配分

をめぐって相互に請求権を主張しあうことはない

が、投入努力をめぐって相互に対立することにな

る。そのとき、パートナーシップ企業のメンバー

は管理のための工夫を準備している。すなわち、

エージェントは相互に監視可能であることから集

団規範の逸脱に対し集団圧力をかけることがその

ひとつである。

組織を管理するための方法としては、仝エージ

ェントから構成されるパートナーシップ企業とは

異なり、組織にプリンシパルを導入しプリンシパ

ルに残余請求権を航与するインセンティブ制度を

組織に組み込むことで、パートナーシップ企業で

の自己規制を真に確実な強制規制にする組織をつ

くることも可能である。すなわち、プリンシパル

ないしスーパーバイザーからなる多階層組織をつ

くるという方法である。ここでは、プリンシパル

ないしスーパーバイザーはチーム生産物に対して

残余請求権を持ち、プリンシパルとスーパーバイ

ザーはこの請求権をめぐってエージェントと利害

対立を持つことになる。また、もし、組織にプリ

ンシパルおよびスーパーバイザーを同時に導入す

るとすればスーパーバイザーとエージェント間で

も請求権をめぐって相互に利害が対立することに

なる。ここでは、プリンシパルとスーパーバイザ

ーを同時に導入した多階層組織を考えるが、この

とき、残余請求権をめぐって、プリンシパルとス

ーパーバイザー、および、スーパーバイザーとエ

ージェントでの二つのレベルでの対立が生じるこ

とになる（MiillerandW且merydl9］）。

Holmstr6m［6］は、プリンシパル・エージェン

ト企業では、プリンシパルに残余請求権を与える

というインセンティブ制度を導入することによ

り、パートナーシップ企業での自己規制が真に確

実な強制規制になることを考察している。プリン

シパル・エージェント企業に導入されたインセン

ティブ制度は、エージェント間の結託の誘発を阻

止するために導入される管理制度といえる。とこ

ろが、プリンシパル、スーパーバイザー、エージ

ェントからなる多階層組織を考えたとき、エージ

ェント間の結託を阻止するために組織に導入され

たインセンティブ制度は、残余請求権を与えられ

たスーパーバイザーとエージェント間に結託を誘

発することになる。このとき、プリンシパルは、

スーパーバイザーとエージェントとの結託を阻止

するため、スーパーバイザーに対するモニタリン

グ制度を導入することになる。プリンシパル（・

スーパーバイザー）・エージェント企業がモニタ

リングとインセンティブ管理制皮を組織に組み込

むことで有効的にスーパーバイザーとエージェン

トとの結託を阻止することができるならば、パー

トナーシップ企業の自己規制管理はプリンシパ

ル・エージェント企業の強制規制管理へと移行す

ることが可能になる。このことは、なぜ、あると

きには、組織はパートナーシップ企業の形態をと

り、あるときには、プリンシパル・エージェント

企業の組織形態をとるのか、また、ある場合には、

モニタリングとインセンティブの管理制皮を持つ

プリンシパル・エージェント企業が自己規制的な

管理形態に根ざすパートナーシップ企業より優れ

ているのかを示すことになる。

さらに、ここでは、パートナーシップ企業の自

己規制による組織管理、すなわち、パートナーシ

ップ企業のエージェント間の集団圧力の相互作用

による集団規範の遵守のように、プリンシパル・

エージェント企業においてもェージェント間およ

びスーパーバイザー間でも集団圧力による集団規

範の遵守が、モニタリングおよびインセンティブ

管理を補完する管理機能となることを示す。パー

トナーシップ企業およびプリンシパル・エージェ

ント企業のような組織形態における管理の有効性

を考えるとき、我々は社会関係に由来する非公式

的管理がパートナーシップ企業でもプリンシパ

ル・エージェント企業でも桟能することを改めて

認識しなければならない。特に、プリンシパル・

エージェント企業では、二つの機能、公式的機能

と非公式的機能とが同時に機能することが求めら

れる。すなわち、モニタリングとインセンティブ

およびソーシャル・ノルム・マネジメントが同時

に機能することが求められることを示すことにな

ろう。

本稿の構成は次のようである。2節では、我々

はパートナーシップ企業の管理形態をみていく。

ここでは、我々はエージェントの行動管理として

の集団圧力の有効性を考察することになる。3節

では、プリンシパル・エージェント企業を考察す

る。そこでは、特に、インセンティブ制度の組織
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管理の有効性が考察されることになる。さらに、

集団圧力による集団規範の遵守効果が同時に考察

される。4節では、我々は、なぜ、ある企業はパ

ートナーシップ企業の組織形態をとり、他のある

企業はプリンシパル・エージェント企業の組織形

態をとるのかを考察する。我々は、また、ある条

件の下では、二つの管理機能、モニタリングとイ

ンセンティブ制度による組織管理とソーシャル・

ノルム・マネジメントの二つの機能を持つプリン

シパル・エージェント企業はパートナーシップ企

業よりも優位に機能することを示す。そして、最

後に結論を述べる。

2．パートナーシップ企業と社会規範の

役割

我々は、まず、組紙がパートナーシップ企業の形

態をとって現れる場合を考察することからはじめ

る。仝エージェントから構成されたパートナーシ

ップ企業では、各エージェントはチーム生産物を

均衡予算で配分される報酬シェーマを持つ。そし

て、エージェントは相互に自己規制しあうことで

組織管理を行おうとする。そのとき、フリーライ

ド問題を避けることができない。それは、全エー

ジェントが相互に目標の対立を持つことがない場

合でさえそうである。

我々は、全エージェントからなる組織がチーム

生産を行う場合を考える。チーム生産を行う同質

的エージェントfは選択できる努力水準eエ（＜er）

およびe〝（＝ec）のいずれかを投入しチーム生産

を行うとする。ただし、erは効率的チーム生産

を達成するために投入される努力水準である。こ

のとき、エージェントfは相互にそれらの投入努

力を観察できるが、証明可能ではないとする。す

なわち、怠業するエージェントを相互に認識でき

ても法的措置に訴えることで当該エージェントに

ペナルティを科すことが困難であるとする。さら

に、いずれのタイプの努力水準が投入されようと

も、全エージェントに対しパートナーシップ企業

に固有の報酬シェーマで賃金が支払われるものと

する。すなわち、W＝ダ（el，…，e”）／〃、ただし、巧・）

と〃はそれぞれチーム生産関数および全エージェ

ント数である。このことは、仝エージェントがイ

クオール・パートナーシップであることを示すも

のである。このとき、組織のメンバーは相互に残

余請求権をめぐって対立することはない。しかし、

投入努力をめぐって相互に対立することになる。

すなわち、フリーライド問題をおこすことになる。

そして、これを避けようとして、非公式的な管理、

すなわち、自己規別管理は行われるが、公式的な

組織管理、すなわち、強制規制管理が行われるこ

とはない。

パートナーシップ企業では、F（e）＜ダ（ec）の場

合、チーム生産物はまったくパートナーに配分さ

れず、同時に、チーム生産物はすべて請求権のな

い残余物となり報酬の支払段階で廃棄されてしま

うとする組織管理を考えることができる。この契

約の下では、チーム・メンバーは、明らかに、怠

業するインセンティブを持たない。特に、他のす

べてのパートナーが効率的行動e三′を選択すると

き、また、実際に、チーム生産物が廃棄されてし

まう脅威があるならば、パートナーfほど．＝e了を

選択することが最適反応となる。なぜなら、パー

トナーiがe′（＜e了）を選択することは、結果とし

て、巧e）（＜巧ec））を生産することになり、最終的

に、ゼロの報酬を支払われることになるからであ

る。ただし、このとき、生産されたアウトプット

は自発的に廃棄されてしまうことが前提である。

このゲームの解釈は次のようである。エージェ

ントは、事前には、効率的生産水準の目標が達成

されないときアウトプットを廃棄することに同意

するかもしれないが、それは、均衡においてその

可能性が生じないため、最初から均衡が起こるこ

とを期待して同意するということである。チーム

生産モデルの中に、もし、アウトプットを廃棄す

るルールを許容したくないならば、総賃金が厳密

に総アウトプットに等しくなるよう均衡予算の制

約条件を加えればよい。要するに、Holmstr6mは

均衡予算の仮定をいっているのではなく、現実の

人間行動のことを言っているのである。そして、

実際の人間行動はオフパス上ではアウトプットを

廃棄処分するのではなく、改めて、均衡配分する

ことを考えるというものである。

この解釈に従えば、パートナーシップ企業で機

能する管理機能は基本的には社会的圧力／集団圧

力以外にない。すなわち、全エージェントは怠業

するメンバーに対し排除するペナルティを準備す
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ることでこれを管理しようとする。そこで、パー

トナーシップ企業を考察するとき、社会的圧力を

含む人間行動を考慮に入れて仝エージェントの集

団行動をみていくことにする。これは、図2に示

すように、粗放のメンバーに対するソーシャル・

ノルム・マネジメントを準備することにほかなら

ない。このことにより、組織のメンバーに対し怠

業か排除かの選択を迫ることになる（図3参照）。

ここで、所得とエージェントの選好および集団

規範の遵守とエージュントの選好との関係につい

て言及しておく。貨幣所得に対するエージェント

の選好は同質的と考える。そして、集団規範の遵

守／逸脱に関して当該エージェントにかけられる

正／負の集団圧力に対する選好は、当該エージェ

ントの嗜好パラメータに依存するとする。したが

って、図3に示したゲームでは、その第一段階で

個別のプレーヤーの行動選択を問題にするとき、

集団規範e〟の遵守／逸脱は貨幣利得と（集団規範

の遵守／逸脱による）心理的利得とを同時に生じ

エージェントi

ることになる。ここでは、貨幣所得は仝エージェ

ントがec＝（e〝，．‥，e〝）をとるか、あるいは、∂＝

（e上，…，eりをとるか、さらには、その中問のee＞

e＞苗をとるかで異なってくる。しかし、各エー

ジェントがどのような行動をとるのかを明らかに

するには、他のエージェントがどのような嗜好パ

ラメータをもつのかを考察する必要がある。ここ

では、少なくともひとりのエージェントが集団規

範を逸脱する行為を選択すると仮定するだけにと

どめておく1。これは、図3のゲームの樹に表さ

れている。このとき、集団規範e〝の遵守／逸脱

は当該エージェントに対し正ないし負の集団圧力

がかかることが示されている。この意味は、さら

に言えば、もし、エージェントが集団圧力に対し

異なる時好パラメータを持つならば、集団圧力に

対し異なる反応、いわゆる、異なる行動選択を行

うかもしれないということである。

図1のゲームの樹では、エージェントは、均衡

において、必ず効率的生産水準の目標を達成する

ダ（e∬，e三‘）／れ

ダ（e上，e三‘）／花

廃

図1．パートナーシップ企業におけるエージェントiの意思決定

集団圧力による集団規範の遵守

図2．パートナーシップ企業における集団圧力

1次の短期均衡のパラグラフで考察するようにW小児－e〃＜W一gエ、ただし、W圭＝ダ（eり！〃＝F（e〝，…，e〃）！〝＞W＝彗e）／〃＞存＝

ペ∂）／〝＝ダ（〆，…，〆）／〃、を満たすエージェントが存在するとする。したがって、必ず、ひとり以上のエージェントが怠業

することになる。
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仝エージェント

廃

図3．パートナーシップ企業とソーシャル・ノルム・マネジメント

とされている。すなわち、このゲームではエージ

ェントの行動は効率的努力水準から決して逸脱す

ることはない。しかし、現実の人間行動のことを

いえばそうではない。それは、プレーヤーのタイ

プが異なることを無視しているからである。すな

わち、効率的努力水準を逸脱する行動を選択する

ことが高い選好となるプレーヤーが存在すること

を無視しているのである。そこで、エージェント

が集団規範の遵守／逸脱に対し周りのエージェン

トから受ける集団圧力に対し異なる選好を持つこ

とを考慮しながら、次に、新たなゲームを展開し

ていくことにする。

2．1．短期均衡．我々は、新たなゲームにおいて

チーム生産を考えるとき、ソーシャル・ノルム・

マネジメントを考察する。これは、同じ組織にい

るメンバーに対し、集団圧力を継続的に加えるこ

とで集団規範の遵守／逸脱に影響を与える管理手

法を考えることでもある。このとき、プレーヤー

のタイプが異なるとする。すなわち、効率的努力

水準を遵守／逸脱する行動を選択することが高い

選好をもたらすタイプのプレーヤーが存在すると

する。例えば、集団規範e〝が明確に認知されて

いるとき、組織メンバーは、自己の選好パラメー

タに応じて、この集団規範を遵守／逸脱すること

で短期的な効用を最大化しようとする。図3から

明らかなように、この意思決定は各エージェント

が怠業e上か勤勉e〃かを選択するときの費用と利

得を比較することによってなされる。勤勉という

集団規範が企業の中に組み込まれているならば、

組織のメンバーは賃金だけではなく、自分の行動

がこの集団規範を遵守するか逸脱するかによって

異なってくる心理的利得に注意を払うことにな

る。そこで、我々はリスク中立の集団規範を遵守

するエージェントの効用〟〃を次のように加法的

関数として表すとする。

（1）〟〟＝W十月－e〃，

ただし、Wc＝F（ec）／〃＝巧e〝，…，eり／〝＞W＝ダ（el，…，

ビ〃）／〃＞壷＝nd）／〃＝彗e上，…，eり／〃である。また、月

の項は公式的に次に表されるように心理的利得で

ある。

（2）月＝∂（1－β）

ただし、1－βは集団規範e〃を信じる集団メンバ

ーの割合、いわゆる、集団規範の信念比率である。

また、∂はメンバーの嗜好パラメータないしメン

バーの主観的選好である。パラメータ∂は区間∂

∈【0，1】で一様分布するとする。1－βの値が大き

いほど、そして、時好パラメータ値∂が高いエー
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ジェントほど、集団規範を遵守することによる効

用は増大する。

エージェント

図4．パートナーシップ企業の集団圧力とエージ

ェントの意思決定

プリンシパル・エージェント企業では賃金は勤

勉な従業員と怠業する従業員では異なる。しかし、

パートナーシップ企業では、賃金は勤勉なエージ

ェントにも怠業するエージェントにも均等に支払

われる。しかし、パートナーシップ企業に固有の

集団圧力が働くとき、怠業するエージェントは周

囲の従業員からの批判にさ′らされることなる。そ

の結果、曙好パラメータ∂をもつエージェントは、

e〃を選択するならば獲得できる心理的利得月＝∂

（1－β）を失うことになる。かくして、怠業するエ

ージェントの期待効用がは次のように表される。

（3）〃上＝W－e上

（1）式と（3）とを比較すると、エージェントは

〟エー〟〃≧0ならば、また、そのときにだけ怠業す

る2。このことは次のように表される。

（4）〃エー〟〝＝（e〃－eり一月≧0　月＝∂（1－β）

ここで、（e〟－eり一月＝0を満たす臨界パラメータ

を∂．で表すとする。このとき、各エージェント

の最適意思決定は次の式で表される。

弓：：
あるいは、

弓

if O＜（e〟一gり一月

Otherwise

e上ir　∂＜芸宗

e〃　otherwise

（e〝－eり一月＝0を満たす臨界パラメータ∂．

（＝号音）は区間∂∈［0，1】の範囲になければなら

ない。したがって、期間亡で集団規範に従う従業

員の割合、すなわち、集団規範の遵守比率1－∫′

は次の式で与えられる。

1－が＝1－
〆J一〆

丁＝訂

（5）1－∫′＝ if O＜e〃一〆≦1－β≦l

if l－β＜e〟－e上

期間亡での集団規範の遵守比率1－J′は努力水

準にともなう不効用の差e〃－eIが大きくなるに

つれて、あるいは、集団規範の信念比率1－βが

大きくなるにつれて減少する連続関数となる。さ

らに端的にいえば、e〃一gエがゼロに近づくとき、

あるいは、社会規範を信念比率1－βが1に近づ

くとき、全エージェントが集団規範を遵守する傾

向を持つ。他方、e〟一gエが1に近づくとき、ある

いは、1－βがゼロに近づくとき、全エージェン

トが集団規範を逸脱する傾向を持つ。この両極端

なケースはパートナーシップ企業でみたものであ

る。さらに、この中間のケースは臨界パラメータ

∂・（＝‡芸）が区間∂∈（0，1）の範囲に存在する

場合である。このとき、各エージェントiは嗜好

パラメータ∂′に依存して集団圧力の感じ方が異

なるため、集団規範を遵守するか逸脱するかが自

ずと異なってくる。また、嗜好パラメータ∂を持

つエージェントにとって、既存の集団規範を遵守

することによる心理的利得月は期間亡では不変

である。すなわち、長期的にしか、βは変化しな

いため、集団規範を遵守することにより得られる

心理的利得は短期的には変化しない。

2すべてのエージェントは、少なくともひとりのエージェント（∂＝0）が怠業することを知っているとする。例えば、他の

エージェントは非怠業のとき、当該エージェントが非怠業を選択すれば被の期待利益はW‘十月一g〃＝WLe〃である。そ

して、当該エージェントが怠業を選択すれば彼の期待利益はW－eエとなる。このとき、W‘－e〃＜W－etであるとする。

すなわち、〟」が≧0であることを知っているとする。ただし、〟‘＝W〆＋月一g〟＝W〆一g〃である。したがって、仝エージ

ェントは、事前に、均衡において、効率的生産水準の目標が達成されないことに気づいていることに注意しなさい。
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2．2．長期均衡．我々が長期適応過程を考えると

き、社会規範／集団規範を遵守することの長期効

果を定義しなければならない（K肋1er［7］）。制度

は所与として与えられたものではなく、利益をも

たらす特定の行動が多くの個人に受け容れられ定

着したものと解釈すべきである。当該行動が受け

容れられる過程は社会的評価過程としてそれを表

すことができる。ここでは、ある制度ないしある

行動に関する社会的評価ないし社会的価値尺度を

社会規範の遵守比率の評価関数として次のように

表すとする。

F＝r（1－∫，）F（・）∈【0，1］

我々は集団規範ないし社会規範を遵守するエージ

ェントの比率1－ズの関数で測定した長期的評価

関数F（・）を次のように直感的に理解する。社会

規範ないし制度は各エージェントのレベルを越え

る、そして、各エージェントの行動を規定する普

遍的な存在であると同時に、各エージェントのレ

ベルの欲求を満たすために社会に供給された機

能、すなわち、各エージェントの利益とニーズに

敏感に反応して創造されたものである。すなわち、

評価関数を構成する特定の行動を遵守するエージ

ェント比率1－ズは、既存のある集団規範を信じ

るエージェント比率1－βを所与として、個人が

効用を最大化する意思決定過程を通して決定され

る。集団規範の遵守行動は評価関数により評価さ

t期

れ集団規範の信念比率の動学過程を導出する3。

その導出過程は次のように表される。

（6）芸＝人〈F（トズ・ト（1雄））

集団規範の信念比率および遵守比率の動学過程

は次のように解釈される。すなわち、社会規範を

遵守するエージェントの割合r（・）（更新された割

合）はこれまで社会規範に対し信念を抱いていた

エージェントの割合1－β（旧い割合）との間に差

異が生じたならば、調整過程を経て、すなわち、

F（・）＝1－βに到達するまで、外生的に与えられ

た比率Å∈（0，1）を媒介して増加ないし減少（△の

を繰り返すなかで定常状態へと調整されていく。

短期五期）における、この（信念比率の）調整過程

はおおよそ次に示すように三つの過程から構成さ

れている。

1．第一ステップ：f期の初期の社会規範e〟

の信念比率1－β′および同一賃金Wが与え

られている。

2．第二ステップ：努力水準e∈（〆，e〟）の意思

決定を行う。意思決定にともない、同時に、

社会規範e〝の遵守比率1－ズ′が決まる。

3．第三ステップ：亡期の終期から1＋1の初

期の過程で旧い信念比率1－β′が遵守比率

1－ズ，の関数r（・）で調整され、新たな信念

比率1－仇現が与えられる。

W，1－仇を観察、

規範egの認識

e∈feム，egIを決定

（1－〇一が決まる）

信念比率の調

整＝Ⅴ（1一〇t）

上期の初期状態　　　　短期の意思決定過程　　信念比率の調整過程

図5．信念比率の長期の調整メカニズム

3社会規範に対する信念（比率）と社会規範の遵守（比率）は明確に区別さればなければならない。例えば、ある個人がある

宗教を信じているとする。彼は当該宗教の戒律を堅く信じているため、実際の生活でも、常に、戒律を遵守する行動を

とるであろう。しかし、他のある個人は同じ宗教の戒律を信じているがそれほど深く信じていないため、実際の生活で

は、その戒律をしばしば破るかもしれない。戒律を堅く信じている信者が大半を占めれば、その戒律は極めて忠実に遵

守されるであろう。しかし、戒律を堅く信じる信者がさほど多くなければ、戒律が厳密に遵守される機会は極めてまれ

になるであろう。そして、長期間に渡っては、戒律を堅く信じる信者の比率が戒律を極めて忠実に遵守する信者の比率

に影響し、逆に、戒律を極めて忠実に遵守する信者の比率が戒律を堅く信じる信者の比率に影響するであろう。
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この調整過程での短期と長期の関係は次のよう

である。すなわち、期間亡の初期に、集団規範e〝

の信念比率1－β．は所与として与えられる。そし

て、この信念比率を所与としたとき、エージェン

トは集団規範e〝を遵守するか逸脱するかの意思

決定をしなければならない。すなわち、彼等は効

用を最大化するように行動を選択する。したがっ

て、∂け∂（1－J．）＞0であるとき、集団規範を遵守

するメンバーがより多くなり、次期において集団

規範の信念比率は大きくなる。そして、さらに、

次期においては、集団規範を遵守することの効用

の追加を増大させることになる。

長期均衡スケジュール：信念比率の調整メカニズム

亡期

・信 念 比率 1－仇、賃 金 W 、そ して、社 会 規

範 e〃を観察

・努 力水 準 e ∈（〆，e 〃）を選択 、同 時 に、遵 守

比 率 1 －為が決定

・遵 守比 率 1 －∫′を価値 関数 巧 ・）で評 価

・ f期 の終 期で信念 比率 の変動 △仇≠0 が決 定

△β′＝ Å（r （1－ズ′）－（1－β′））

非 定常 状態 1－仇．1＝ 1－仇＋△仇

f ＋1期

・信 念比 率 1－乱す1、賃 金 W 、そ して、社 会規

範 e〃を観察

7 期

・信 念比 率 1 －β‥ 賃金 W 、そ して、社 会規

範 e〃を観察

・努 力水 準 e∈（eエ，e〝）を選 択 、同時 に、遵 守

比 率 1－J ．が決定

・遵 守比 率 1－∫，を価 値 関数 巧・）で評 価

・ 7 期 の終 期 で信念 比 率 の変動 △β，＝ 0 が 決

′一一．メE

△β，＝ 入（r （1－ズ，）－（1－β．））＝0

定常 状 態 ：1－β，．1＝ 1 －β，＋△β，＝ 1－β．

表1．信念比率の調整メカニズム

我々は、ここで、次のように評価関数を特定化

する。

（7）巧1－∫′）＝

ir1－ズ′＜0・

if O≦1－∫′≦l

Otherwise

このとき、我々は集団規範の信念比率の動学過程

における定常状態を考える。すなわち、∂β／∂1＝0
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となる状態を考える。これが満たされるための必

要かつ十分条件は、（6）式および（7）式から、

1－β′＝1－ズ′（＝F（1－J′））が成立することがであ

る。集団規範の遵守比率1－J′は、個人の効用最

大化の意思決定をとおして、集団規範に対する信

念比率1－仇に関連していることに注意しなさい。

命題1．1．集団規範の遵守を促す集団圧力が

十分に強くなければ（すなわち、e〃－e⊥≧1／4

であれば）、集団メンバーの大部分が怠業す

る。このとき、1－ズ．＝1－β．＝0（orJ．＝β．＝

1）によって特徴付けられるひとつの安定均衡

が存在する。

2．集団規範の遵守を促す集団圧力が十分に強け

れば（すなわち、ビ〝－e⊥＜1／4であれば）、0＜

1－ズ．＝1－β．＜1（orO＜Jt＝β．＜1）によって

特徴付けられるひとつの進化的安的均衡が存

在する。

証明．アペンディクスを参照しなさい。

この命題はひとつの安定的内点均衡およびひと

つの安定的端点均衡を特徴付ける。それらの均衡

は図6、7に示されている点g¢，β）で表される。

そこで、均衡且について、図によりその特徴をみ

ていくことにする。

まず、短期および長期均衡曲線をみていくこと

から始める。短期均衡曲線は（5）式を書き換える

と次のような式で表される。

（8）甘誓ニ
0＜学＜1
1≦学

集団規範の非信念比率βは集団規範の非遵守比率

∫の連続的な増加関数として表される。しかも、

区間∫′∈（0，1）において、∂βノ∂∫′＞0および∂2βノ∂

Jヲ＜0であるので、図6、7の曲線は凹関数とし

て表される。また、長期均衡曲線は定常状態の条

件式（（6）式および（7）式）∂鋸∂∫1＝（1－ズ，ト（1－

仇）＝0より450線で示されている。

図6に示したように、短期均衡曲線と長期均衡

曲線とが一点Cで接するとき、すなわち、e〃一

gエ＝1／4のとき、唯一の内点解が存在する。しか

し、この点は進化的安定均衡ではない。このとき、

点且で定常状態の条件1－針＝1－が＝0を満たし



1　　〇t

図6．パートナーシップ企業の進化的安定均衡I

安定均衡となる。同様に、ズ∈（0，1）について、短

期均衡曲線が長期均衡曲線の下に位置するなら

ば、内点解は存在しない。そして、このときも、

点ガで定常状態の条件1－針＝1－ズ◆＝0を満たし

安定均衡となる。

図7に示したように、二つの内点解が存在する

とき、すなわち、短期均衡曲線と長期均衡曲線が

二点で交差するならば、低い点での均衡は漸近安

定均衡であり、他方、高い点での均衡は不安的均

衡である。これは、短期均衡曲線が長期均衡曲線

β′＝ズ．の上側に位置するか下側に位置するかをチ

ェックするだけで明らかにできる。短期均衡曲線

〇；　　　墓　　　　　　　　1Jf

図7．パートナーシップ企業の進化的安定均衡Ⅱ
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が長期均衡曲線の上側にある部分ではβ′＞J′とな

り、β′は（6）式にしたがって減少していき、同

時に、J．の減少をともなう。他方、短期均衡曲線

が長期均衡曲線の下側にある部分ではβ′＜ズ．とな

り、β′およびズ′は増加していく。したがって、

集団規範の初期の信念比率がβ。以下であるなら

ば、すなわち、仇≦÷（1耳卜4（e〝－eり）のと

き、安定的内点均衡g2に達し、定常状態の条件

1－J・＝1－β・＝÷（1＋ノト4（e〝－eり）を満たすこ

とになる。また、集団規範の初期の信念比率がβ。以

上であるならば、すなわち、÷fl＋ノト4（e〟－eり）

＜仇のとき、漸近的に安定的端点均衡glに到達

し、定常状態の条件1－㌔＝1－β．＝0を満たすこ

とになる。

パートナーシップ企業では、集団規範と集団圧

力による非公式管理が自発的に機能する可能性が

あることがわかった。元来、制度は、多くの集団

規範のなかから利益とニーズに敏感に反応して創

造されたものであることを認識するならば、集団

規範および集団圧力による組織統制が機能する可

能性があることを理解するのはそう難しいことで

はない。しかし、逆に言えば、集団規範と集団圧

力による粗放管理を公式的統制として機能させる

ことは、集団規範および集団圧力を統制できなけ

れば非常に難しいことである。集団規範および集

団圧力を統制し、これらを公式的組織統制の手段

として利用する唯一の方法は、エージェントの噌

好パラメータを観察し、そして、一定値（臨界値）

以上のパラメータ値∂を持つ個人を雇用すること

だけしかない。したがって、パートナーシップ企

業は法律／会計事務所のような小規模組級におい

て適合する組織管理形態かもしれない。

3．階層組織の集団規範の役割

ここでは、プリンシパル・エージェント企業を考

察する。とりわけ、プレーヤーとして、プリンシ

パル、スーパーバイザー、そして、エージェント

の三者からなる階層組織を取り上げる。階層組織

の三者の当事者の公式的役割を簡単に触れておく

と次のようである。すなわち、プリンシパルはス

ーパーバイザーとエージェントに契約を提示し、

そして、他方で、エージェントの活動によって影
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響を受ける存在である。また、プリンシパルはス

ーパーバイザーとエージェントに関する情報を有

していない。スーパーバイザーはエージェントの

タイプについての情報を報告し、そして、プリン

シパルがエージェントを統制することを支援す

る。エージェントはプリンシパルの残余請求権に

影響を与える生産要素の投入の選択を行う。我々

は三者の当事者が情報に関してそれぞれの役割を

果たしながらどのような意思決定をするかを次に

考えることにする。

3．1．階層組織と三段階ゲーム．この節では、

ChanandLai［3］のモデルをかりて、三階層組織

モデルを記述する。ここでは、一人のプリンシパ

ル、複数のスーパーバイザー、そして、複数のエ

ージェントからなる組織を考える。我々はモニタ

リングとインセンティブの二つの制度は階層組織

の中に組み込まれていると仮定する。すなわち、

それらは、エージェントが高い努力選択を誘導す

るよう機能する。また、それらは、しばしば、ス

ーパーバイザーとエージェントの結託を誘発する

契機となる。それらの関係は図8のように表すこ

とができる。

結モ

ィンセニ［ティプ

自
集団圧力による集団規範の遵守

図8．階層組織と利害関係

先に、パートナーシップ企業を考察したときの

ように、我々は、ここでも、エージェントが二つ

の努力水準しか選択しないとする。すなわち、エ

ージェントは高い努力水準e〃と低い努力水準e上

を選択できるとする。また、通常のプリンシパ

ル・エージェント企業のように、インセンティブ

制度により、プリンシパルは勤勉なエージェント

に報いるため高い貸金W〝を支払い、そして、怠

業するエージェントを処罰するため低い賃金W上

を支払うとする。組織には多数のエージェントが



いるため、そして、それはプリンシパルひとりの

管理の帽を超えるため、プリンシパルは各エージ

ェントの努力水準を十分には観察することはでき

ないとする。このとき、複数のスーパーバイザー

が、エージェントを監視するためW∫の報酬で雇

用されるとする。我々はスーパーバイザーはエー

ジェントを監視する管理の帽肌を持つと仮定す

る。したがって、プリンシパルはエージェントの

数が〝＝椚dのとき、d（＝1，2，…，0人のスーパー

バイザーを雇用するであろう。簡単化のため、プ

リンシパルは常に肌が人の有限のエージェントを

雇用するとする。そして、エージェントの行動を

監視するために雇用されたスーパーバイザーはエ

ージェントの怠業を確率クでみつけることができ

るとする。さらに、また、スーパーバイザーがプ

リンシパルにエージェントの怠業情報を報告する

とき、確率βで情報操作をするとする。すなわち、

スーパーバイザーはエージェントから結託の申し

出に確率βで応じるとする。

スーパーバイザーとエージェントの結託は、ス

ーパーバイザーがエージェントの怠業e＝e上を

（確率βで）発見したときに生じるとする。すなわ

ち、単純化のために、我々は、エージェントの怠

業がスーパーバイザーに発見されたとき、はじめ

て、当該エージェントがスーパーバイザーに対し

贈賄および結託を申し出ると仮定する。我々はま

た結託から剰余が生まれる可能性があるときエー

ジェントは常に勤勉か怠業かの意思決定を迫られ

ると仮定する。他方、プリンシパルはスーパーバ

イザーとエージェントの結託を確率可で発見でき

るとする。モニタリング、インセンティブ、およ

び、階層組織での不正行為は図9に示した三段階

ゲームで描くことができる。ただし、このゲー

ム・モデルはChanandLai［3］のモデルを借用し

たものである。

エージェントの怠業の意思決定．三階層組織にお

けるモニタリング、インセンティブ、そして、不

正行為は図9に示されている。ゲームの第一段階

では、エージェントは怠業および非怠業の利得と

費用を対比し、そして、努力水準を選択する。エ

ージェントは賃金のことだけではなく、自分の努

力水準の選択が集団規範に準拠しているのかどう

かについても注意を払う。このとき、リスク中立

の非怠業のエージェントの効用〟〝は、次のよう
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wg＋m（β－G一g）；
W∬一月－ダーe五

W∫＋m（β一g）；

W∬一月－eエ

に、加法的分離関数として表されるとする。

（9）〃〃＝W〝＋月－e〟

尺の項は、1節で定義した心理的利得関数である。

すなわち、属＝∂（1－β）である。ただし、βは集

団規範e〃の信念比率である。また、∂はエージ

ェントの嗜好パラメータである。嗜好パラメータ

∂は区間【0，1】で一様分布をすると仮定する。



他方、心理的利得に関する損失の項欠は別と

しても、エージェントは怠業することから低い賃

金を支払われる脅威を持つことになる。しかしな

がら、この脅威は、スーパーバイザーと結託する

ことで、すなわち、スーパーバイザーに賄賂を支

払うことで回避できるかもしれない。図9に従え

ば、怠業するエージェントは低い努力水準e上で

働くとき、彼は、三つの可能な結果に直面するこ

とになる。まず第一（ステップ）は、エージェント

の怠業が幸運にもスーパーバイザーに発覚しない

場合である。そして、この確率は1－pであり、

当該エージェントは、このとき、高賃金W〝を支

払われる。第二（ステップ）は、エージェントの怠

業が確率クでスーパーバイザーに発覚し、かつ、

当該エージェントが確率1－βでスーパーバイザ

ーとの結託に失敗する場合である。このとき、確

率ク（1－ので、エージェントはW上の所得を得る

ことになる。第三（ステップ）は、エージェントの

怠業がスーパーバイザーに発覚し、かつ、当該エ

ージェントがスーパーバイザーとの結託に成功す

る場合である。このとき、確率pβで、エージェ

ントは次に示すような期待所得を得ることにな

る。

（10）ヴ（W〃－β一月＋（1－ヴ）（W〝一月）＝W〝一月－〆

ただし、可は怠業行為がプリンシパルに摘発され

る確率である。さらに、Fは不正行為が摘発され

たときに科されるペナルティである。

ここに、怠業するエージェントの期待効用〟上

を導出することができる。まず、第三ステップで

エージェントとスーパーバイザーの結託がプリン

シパルの監視を受ける際のエージェントの期待所

得は（10）式に示したようである。

さらに、第二ステップでエージェントがスーパ

ーバイザーに結託を提案する際のエージェントの

期待所得を考える。このときの期待所得は次のよ

うに表される。

（1－のWLトβ（W〃一月－ヴF）

したがって、（第一ステップで）怠業するエージ

ェントの行動がスーパーバイザーによって監視を

受ける際の期待効用〟りま最終的に次のように表

される。

（11）〝上＝（トク）W〝＋ク［（1－のW叶β（W〝一月－90］－e上

（9）式と（11）式の比較より、〃エー〃〃≧0であ

るならば、また、そのときにだけエージェントは

怠業する。すなわち、このことは次のように表さ

れる。

（12）（e〝－eり一夕（1－β）n一夕β（β＋ヴF）一月≧0

ただし、n＝W〝－W上は高い努力水準のエージェ

ントに支払われるプレミアム賃金である。

スーパーバイザーの不正行為の意思決定．ゲーム

の第二段階では、スーパーバイザーは怠業したエ

ージェントの賄賂の申し出に対してエージェント

の行動の報告を操作するかどうかの意思決定を行

わなければならない。スーパーバイザーはエージ

ェントの申し出を拒否／受諾する際の利得と費用

を比較し意思決定を行う。その際、スーパーバイ

ザーは報酬のことだけではなく、エージェントの

申し出の拒否／受諾の選択が集団規範に準拠して

いるかどうかについても注意を払うとする。この

とき、リスク中立の結託の申し出を拒否するスー

パーバイザーの効用が∫は、次のように表され

る。

〃楯＝W∫

また、スーパーバイザーがエージェントの結託

の申し出を受諾するならば、スーパーバイザーは

結託が発覚するリスクを負担するだけでなく、ス

ーパーバイザーの仲間集団の中で集団規範を遵守

しないことによる心理的損失を被ることになる。

集団規範を遵守しないことによる心理的損失∫は

次のように特定化されるとする。

（13）∫＝亡（1－β）

ただし、亡はスーパーバイザーの主観的時好パラ

メータを表す。このパラメータは区間【0，1】で一

様分布をすると仮定する。1－βは集団規範を信

じるスーパーバイザーの比率、いわゆる、スーパ
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ーパイザーの集団規範の信念比率を表すとする。

他方、心理的損失に関する項∫は別としても、

スーパーバイザーがエージェントの結託の申し出

を受諾するならば、報酬W∫に変動はないものの、

ペナルティを科される脅威を持つことになる。図

9に従えば、スーパーバイザーがエージェントの

結託の申し出を受諾するとき、彼は、ゲームの第

三ステップで二つの可能な結果に直面すること・に

なる。まず第一は、確率1－官で、結託の事実が

プリンシパルに発覚しない場合である。このとき、

スーパーバイザーの効用はW∫＋β－∫となる。他

方、第二は、確率ヴで、プリンシパルに結託の事

実が発覚する場合である。このとき、スーパーバ

イザーはW∫＋β一gの利得を待ているが、さらに、

Gの罰金を科されることになる。ひとりのスーパ

ーバイザーと椚人のエージェントとの問で結託

の可能性があるとき、結託が発覚しないのであれ

ば、スーパーバイザーの期待所得は（1－め【W年

間（β－の】となり、その他の場合、スーパーバイ

ザーの期待所得はp［W∫＋椚（β－ぶ－G）］で表され

る。したがって、m人の部下を持つスーパーバイ

ザーの期待効用がは次のように表される。

（14）が＝（1－州W斗椚（β一明＋ヴ［W叶椚（β一g－の】

＝ll・∫＋叫β－∫－ヴG）

結託行動を行わないスーパーバイザーの効用は、

（13）式より、〟崎『㌦であるので、〃∫≧W∫＝〝相で

ある限りスーパーバイザーは不正行為を行う可能

性がある。このことは次のように表される。

（15）β－∫－ヴG≧0

したがって、不正行為（結託）の可能性のあるスー

パーパイザーは賄賂額βを知ったのちにプリンシ

パルにエージェントの怠業の情報を報告するかど

うかの意思決定を行うことになる。

賄賂額の意思決定．我々は最終的に賄賂額βを決

定する意思決定問題を解かなければならない。ゲ

ームの一連の過程は図9に示されているように三

つの段階から構成されている。我々は、賄賂額の

決定問題を第三ステップからバックワードで解く

ことになる。先に見たように、各ステップでの各

当事者の期待所得は容易に計算できる。まず、第

三ステップにおいて、椚人の部下を持つ、しかも、

不正行為を行うスーパーバイザーの期待効用は、

（14）式より、WS＋研（β－∫－ヴG）である。他方、

怠業したエージェントの期待所得は、（10）式よ

り、W〟－β－eしげである。もし、スーパーバイ

ザーとエージェントが結託の合意に到達しないと

き、ゲームにおける非対称的威嚇点は、それぞれ、

W∫およびWエーe上である。したがって、この威嚇

点から出発して、結託から得られるそれぞれの当

事者の純所得が正であるならばまたそのときにだ

け結託の合意が成立することになる。そして、こ

の条件は次のように表される。

β≧∫＋ヴG

（あるいは、W∫＋椚（β一g一寸の≧の

かつ、

W〝一㌦ーヴF≧β

（あるいは、W〟－β－eエーヴF≧W」の

このことより、結託による純所得が正となる贈賄

額の実現可能範囲は次のように表される。

fl（1－β）＋9G　…　gi（1－β）＋qC　…　〆（1－β）＋ヴc　…　どれ（1－β）＋9c　…

gl＋9G　　　　　　烏＋9G　　　　　点＝∫ホ＋9G

β＝n－9ダ

実現可能な賄賂額の範囲

図10．スーパーバイザーの嗜好パラメータと賄賂額
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∫＋ヴG≦β≦W〟－W」げ＝n－ヴF

ところが、スーパーバイザーの期待効用W∫＋

研（β一g－ヴG）には個人によって異なる心理的損

失∫＝e（1－のの項が含まれている。そこで、ス

ーパーバイザーの嗜好パラメータCを小さい順番

に、51＜∈2＜…＜∈〃＜…のように並べるとする。

そして、ぷ＋ヴG＝e－（1－の＋ヴGとする。エージェ

ントが実行可能な賄賂額の集合n－げ≧β≧∫1＋

ヴGから限度額いっぱいの賄賂額屠＝n－ヴFをス

ーパーバイザーに支払うのであれば、この賄賂の

申し出に反応するスーパーバイザーの曙好パラメ

ータの範囲は亡∈［el，el】であるといえる。このと

き、賄賂額屋およびこれに対応するスーパーバイ

ザーの臨界パラメータ亡．はそれぞれ次のように

公式的に表される。

（16）屋…n－げ＝C．（1－の＋ヴG（＝∫Ⅰ＋可の

および、

（17）亡き＝

n－ヴ（ダ＋q

1－β

エージェントが屋＝0－ヴFの賄賂を提示し結託

を申し出たとき、嗜好パラメータ∈≦C．を持つス

ーパーバイザーは、結託を受諾することになる。

逆に言えば、時好パラメータC＞Clを持つスーパ

ーバイザーは、結託を拒否することになる。すな

わち、非結託という集団規範を信じるスーパーバ

イザーの比率が1－βの下で、非結託の集団規範

を遵守するスーパーバイザーの嗜好パラメータの

範囲亡∈［亡．，1】を示すことができる。

3．2．均衡スケジュール．我々は階層組織におけ

る意思決定、エージェントの意思決定、スーパー

バイザーの意思決定、および、賄賂額の意思決定

を知っているので、次にスーパーバイザーおよび

エージェントがモニタリング、インセンティブ制

度および集団規範の信念比率を前提にどのような

行動を選択するのかをみていくことにする。

3．2．1．階層組織におけるスーパーバイザー．

我々はスーパーバイザーがエージェントが申し出

る賄賂額を知っているので、スーパーバイザーの
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の意思決定を分析することができる。とりわけ、

我々はエージェントが提示する賄賂額とスーパー

バイザーの嗜好パラメータ亡との関係を分析する

ことが重要であることを知っている。スーパーバ

イザーの集団規範の信念比率トβを所与とした

とき、集団規範の遵守は各スーパーバイザーの噌

好パラメータ亡に依存して決まってくることを知

っているからである。我々、そこで、スーパーバ

イザーの嗜好パラメータと短期均衡との関係を考

察することから始める。

スーパーバイザーの嗜好パラメータと短期均衡．

図9、および、図11にみられるように、スーパー

バイザーに関わるゲームの主要部分は第二ステッ

プと第三ステップである。とりわけ、賄賂額がゲ

ームの第三段階で決まるとき、ゲームの第二段階

まで遡り、そして、スーパーバイザーがエージェ

ントからの賄賂の申し出に応じるかどうかに関わ

る意思決定が重要となる。そこで、エージェント

との結託を選択するスーパーバイザーの純利得

（15）式を賄賂額（16）式および心理的損失（13）式を

考慮するなかでこの意思決定を考察することにす

る。スーパーバイザーの純利得（15）式の左辺に賄

賂額（16）式および心理的損失（13）式を代入する。

β－∫－ヴG＝【n－ヴ月－【ど（1－の】－ヴG

＝n－ヴ（ダ＋G）－亡（1－の

純利得が正であるならば、スーパーバイザーはエ

ージェントの賄賂の申し出に応じる可能性があ

る。我々はこのときスーパーバイザーの嗜好パラ

メータの臨界値E．∈［0，1］が存在すると仮定す

る。この倍はスーパーバイザーを結託の合意と結

託の拒否とを無差別とする債である。我々はすで

に（16）式、（17）式でこの臨界値を定義している。

n－ヴ（ダ＋q一亡（1－の＜Oif C＞EI

n－ヴ（ダ＋q－亡ホ（1－の＝Oif C＝㌔

n－ヴ（ダ＋q－亡（1－の＞Oif C＜C．

嗜好パラメータCを持ち、かつ、椚人の部下を

持つスーパーバイザーの効用が（∈）は次のように

与えられる。



スーパーバイザー

W∫＋m（β－G一g）

W∫＋m（β一g）

図11．スーパーバイザーの嗜好パラメータと意思決定

（18）が（e）＝wS＋椚」（β－∫－可の

＝W∫＋椚」【n－ヴ（ダ＋G）－∈（1－β）

ただし、指標パラメータ月はスーパーバイザーの

時好パラメータが臨界パラメータ以上（亡＞ので

あるならばゼロの値をとり、そして、臨界パラメ

ータ以下（亡≦のであれば1の値をとる。各スー

パーバイザーはと期の初期の集団規範（非結託）

の信念比率1－β一を所与としたとき効用を最大化

する行動（集団規範の遵守（非結託）」＝0あるい

は集団規範の逸脱（結託）d＝1）を選択する。

弓；
ir n－ヴ（ダ＋q一亡（1－β）≧0

0thelWise

あるいは、

＋‥二°‾
我々はn－ヴ（F＋の－亡．（1－β）＝0を満たす点で、

臨界パラメータ亡Ⅰ∈［0，1】が存在することを知っ

ている。したがって、亡期における集団規範の遵

守比率1－γ．は次の式によって表される。

1－亡．＝1－n－ダ（F＋の

（19）1F
1－β

ir O＜n－ヴ（F＋の≦1－β≦l

irl－β＜n－ヴ（F＋q

スーパーバイザーの集団規範の遵守比率はn（＝

W〟－のとヴ（F＋qとの差が大きくなると連続的

に減少していく。また、主観的噌好パラメータ亡
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を持つスーパーバイザーにとって、集団規範を逸

脱することによる心理的損失∫（＝亡（1－β））は、

亡期において、βは不変であるので、不変である。

この心理的損失は、長期において、集団規範の信

念比率が遵守比率により影響を受けるなかでのみ

変化していく。

遵守比率の評価と長期均衡．次に長期均衡を考え

る。2節に示したように、まず、集団規範の遵守

比率の長期効果を定義する。それは、エージェン

トとスーパーバイザーの非結託が集団規範である

ことが認識されているもとで、f期における集団

規範の遵守比率の評価関数として、F∫（・）∈【0，1］

を定義することと同値である。

F∫＝r∫（1一刀）

集団規範の遵守比率の評価関数は、各スーパーバ

イザーが期待効用を最大化する行動をとるとき、

これにともなって決定される集団規範の遵守／逸

脱の意思決定に依存して決まってくる。さらに、

スーパーバイザーの集団規範の遵守／逸脱の意思

決定は、元来、集団規範の信念比率1－βに依存

して決まってくる。したがって、我々は集団規範

の信念比率および遵守比率の動学過程を次のよう

に表すことができる。

（20）芸＝〃｛叩一所1－β）｝

集団規範の信念比率および遵守比率の動学過程

は、集団規範の遵守比率1－γの評価結果F∫（・）



wJ，1－β沃観察、
贈賄額βの認識

A∈（0，1）を決定

（1－ytが決まる）

信念比率の調

整こγ（1－yt）

七期の初期状態　　　　　短期の意思決定過程　　　信念比率の調整過程

図12．スーパーバイザーの信念比率の調整メカニズム

が集団規範の信念比率1－βと異なるのであれば、

評価結果が信念比率に等しくなるまで、すなわち、

rJ（・）＝1－βに到達するまで、比率パラメータ〃

∈（0，1）を媒介して増加ないし減少を繰り返すな

かで調整されていく。ただし、〃は外生的に与え

られることに注意しなさい。

長期均衡スケジュール：信念比率の調整メカニズム

f 期

・信 念比 率 1－ β、賃 金 w J、 そ して、贈 賄額

β を観察

・集 団規 範へ の対 応 」∈（0，1）を選択 、同時

に、遵 守比 率 1－γ′が 決定

・遵 守比率 1－γ．を価 値 関数 P （・）で 評価

・ f期 の 終期 で信念 比率 の変 動 △β≠ 0

△β＝ A f残1－γ．）－（1－β））

非 定常状 態 ：1－β什1＝ 1－β′＋ △β′

f ＋1期

・信 念比 率 1－β′“ 貸 金 w J、そ して、贈 賄

額 β を観 察

r 期

・信 念比率 1－β‥ 賃金 w J、 そ して、贈 賄額

βを観 察

・集 団規 範へ の対 応 」∈（0，1）を選択 、同時

に、遵 守比 率 1－γ．が 決定

・遵 守比 率 1－γ，を価 値 関数 P （・）で評 価

・ r 期 の終期 で信念比率 の変動 △β，＝0 が決定

△β，＝ス〈巧1－J ，）－（1－β，））＝ 0

定 常状 態 ：ト β，ヰ1＝ 1－β，＋△β，＝ 1－β，

表2．スーパーバイザーの信念比率の調整メカニズム

ここで、短期均衡と長期均衡の関係をみておく。

∂β／∂1＞0の場合、巧・）で評価した当期の集団規

範の遵守比率が、集団規範の信念比率を上回るた

め、すなわち、実際に集団規範を遵守するスーパ

ーバイザーの総数が集団規範に対し肯定的な信念

を抱くスーパーバイザーの総数を上回るため、次

期に集団規範に対し肯定的な信念を抱くスーパー
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パイザーの総数も当期のそれよりも増大していく

ことを意味している。∂β／∂1＜0の場合、この逆

のことが起きる。さらに、∂β／∂1＝0の場合、

叫・）で評価した当期の集団規範の遵守比率が当

期の集団規範の信念比率と等しくなる。すなわち、

実際に集団規範を遵守するスーパーバイザーの総

数が集団規範に対し肯定的な信念を抱くスーパー

バイザーの総数と等しくなり、次期に集団規範に

対し肯定的な信念を抱くスーパーバイザーの総数

も当期のそれと変化はない。このとき、定常状態

となり長期均衡に到達する。

我々はスーパーバイザーの評価関数を次のよう

に公式的に表せるとする。

ifl－γ′＜O

if O≦1－γ′≦l

otheⅣise

このとき、集団規範の信念比率の動学過程におけ

る定常状態を考える。すなわち、∂β／∂J＝0を考

える。定常状態では、短期均衡と長期均衡とが同

債であることが必要十分条件である。したがって、

次に、短期スケジュール（19）式と長期スケジュー

ル（20）式（∂β／∂J＝0）をβについて連立方程式を

解くことになる。

（トル＝ト旦二旦壁土9

1－β

β＝γ1＝亡’

あるいは、

β2－β＋【n－ヴ（F十の】＝0

我々は、組織が1－βⅠ＝0に到達するようなイン

センティブないしペナルティの制度を持たないと

しているので、すなわち、機能しないインセンテ

ィブ制度の導入をはかることはないとしているの



で、内点解としての安定均衡のケースのみを考え

る。もし、1－4【n－ヴ（ダ＋G）】＞0（ないし1／4＞

n－ヴ（ダ＋G））であるならば、スーパーバイザー

は二次方程式の内点解の安定均衡まで導かれるこ

とになる。

（22）β．＝パ＝
1－1－4［n－q（F＋G）］

さらに、（22）式を偏微分すると次のことを得る。

（23）動＞0βF＜0β。＜0晶＜0

命題2．エージェントに対するインセンティブ賃

金nは、スーパーバイザーの結託行為の裁定機会

を増大させる。スーパーバイザーとエージェント

の結託コミットメントを阻止するため、不正行為

に関与する当事者に対し、スーパーバイザーへの

強化されたモニタリング（高いヴ）およびエージェ

ントとスーパーバイザーのそれぞれへ強いペナル

ティ（高いF、および、高いG）を準備することが

できるならば（すなわち、n－ヴ（ダ＋G）＜1／4で

あれば）、0＜1－〆＝1－β．＜1（ないし0＜〆＝β．

＜1）によって特徴付けられるひとつの進化的安的

均衡が存在する。

証明．命題1の証明より自明である。

3．2．2．階層組織におけるエージェント．我々は

すでにエージェントの提示する賄賂額とスーパー

バイザーの嗜好パラメータとの関係を知っている

ので、怠業し結託に関わるエージェントの意思決

定を分析することができる。とりわけ、我々はス

ーパーバイザーに提示する賄賂額とエージェント

の時好パラメータ∂との関係を分析することが重

要であることを知っている。エージェントの集団

規範の信念比率1－βを所与としたとき、集団規

範の遵守は各エージェントの嗜好パラメータ合に

依存して決まってくることを知っているからであ

る。我々は、そこで、エージェントの嗜好パラメ

ータと短期均衡との関係を考察することから始め

る。

エージェントの嗜好パラメータと短期均衡．図9

にみられるように、エージェントに関わるゲーム

の主要部分は第一ステップから第三ステップであ

る。とりわけ、（限度いっぱいの）賄賂額がゲーム

の第三段階で決まるとき、ゲームの第一段階まで

遡り、エージェントとスーパーバイザーのマッチ

ングはランダムであるので、そして、スーパーバ

イザーの主観的噌好はエージェントによって事前

には観察できないので、スーパーバイザーがエー

ジェントの結託の申し出に確率βで応じることが

予想されるとき、エージェントは怠業か非怠業の

意思決定をしなければならない。このとき、スー

パーバイザーとの結託を選択するエージェントの

純利得（12）式を賄賂額（16）式および心理的損失

（2）式を考慮するなかで考察することにする。

そこで、まず、第三ステップでの賄賂額の決定

を再度みておくことにする。一般的に、結託に関

する交渉は存在しない。したがって、我々は、先

に見たように、エージェントは威嚇点（上限いっ

ぱい）の水準で賄賂額厨を提示すると仮定した。

屠＝亡＊（1－の＋ヴG

賄賂額屋が臨界パラメータ∈Ⅰを持つスーパーバ

イザーに支払われるならば、彼は結託の受諾も拒

否もまさに無差別であることに注意しなさい。

賄賂額厨という条件の下で、エージェントはゲ

ームの第一ステップに遡り、怠業か非怠業かの意

思決定を行うことになる。そこで、スーパーバイ

ザーと結託するエージェントの純利得を検証する

ために、（12）式の左辺〝」〟〃に賄賂額（16）式お

よび心理的損失（2）式を代入すると次の式を得

る。

（24）〝」〃〟＝（e〝－eり一夕（1－β）n－クβ（β十的一月

＝（e〟‾eり一夕n＋クβ（0－ヴ（G＋0

－C．（1－の）一月

＝（e〝‾eり一夕n一月

エージェントの嗜好パラメータ∂（あるいは

月＝∂（1－β））を所与とするとき、〟」〟〝＞0であ

るならば、また、そのときにだけ当該エージェン

トは怠業する。ここで、我々は〟エー〃〟＝0を満た

すお．を臨界値として定義したことを思い起こし

なさい。したがって、時好パラメータ∂∈［0，1］

を持つエージェントの最適意思決定は次のように
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e’（1－β）十qG

当牢＋9G

表される。

e＝に
あるいは、

図13．賄賂額とスーパーバイザーの嗜好パラメータ

ir O≦（e〟－eり－pn－R

otheⅣise

e＝に：h。：othem′ise

1－β

さらに、期間亡での集団規範の信念比率1－β

を所与としたとき、（e〝－eり一夕n一月＝0を満た

す臨界パラメータお．＝
（♂－〆）－pn

1－β ∈［0，11が存在

するとき、期間亡での集団規範の遵守比率1－ズ′

は次の式で表される。

1一方．＝

（25）

トー∂ヤ＝1－（〆‾〆）‾pn
1－β

ir O＜（e〟一gり－pn≦1－β≦1

0　ir1－β＜（e〃－eケ1m

集団規範e〝の遵守比率1－ズ′は（e〃－eり－pnが

増加するにつれて減少する連続関数となる。これ

は、投下努力水準を上昇させるときの追加不効用

が追加プレミアム賃金に比して相対的に大きいと

き遵守比率は減少していくことを示している。あ

るいは、集団規範の信念比率（集団圧力）1－βが
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大きくなるにつれて減少する連続関数となる。ま

た、主観的嗜好パラメータ∂を持つエージェント

にとって、集団規範を逸脱することによる心理的

損失月（＝∂（1－β））は、亡期においてβは不変で

あるので、不変である。この心理的損失は、長期

において、集団規範の信念比率が遵守比率により

影響を受けるなかでのみ変化していく。

遵守比率の評価と長期均衡．次に長期均衡を考え

る。1節に示したように、まず、集団規範の遵守

比率の長期効果を定義する。階層組織におけるエ

ージェントの集団規範の信念比率の長期均衡は、

パートナーシップ企業における長期均衡と比較し

て同じ条件下にあるので、我々はここでも1節で

定義した同様の集団規範の遵守比率の評価関数を

定義をする。

r＝F（1－ズ′）

さらに、また、我々はここでも1節で定義した同

様の長期の動学均衡モデルを定義する。

雷ニス（F（トズ′）－（1－β′））

そして、また、我々はここでも1節で定義した同

様の評価関数の特定化を行う。



F（1一斗∫一

ifl－ズ′＜O

ir O≦1－ズ，≦l

otherwise

集団規範の信念比率の定常状態の必要十分条件

は、このとき、∂β！∂／＝0によって与えられる。

すなわち、1－β′＝1－∫′（＝r（1－∫′））である。した

がって、定常状態は、短期スケジュール（25）式と

長期スケジュール∂β／∂J＝0をβについて連立方

程式を解くことによって与えられる。

トJt＝卜（〆‾巧1用1－β

β＝着＝∂．

8月，＝β五

あるいは、

β2－β十【（e〃－eり－pn】＝0

我々は内点解の安定均衡に導くケースのみを考え

る。我々は、組織が1－β．＝0に到達するような

インセンティブないしペナルティの制度を持たな

いとしている。なぜなら、組織にいかなるインセ

ンティブ制度を導入しても組織のメンバーを社会

規範e〝へ向けて誘導できないのであれば意味が

ないからである。もし、1－4【（e〃一gり－pn］＞0、

あるいは、1／4＞（e〝－eり－pnであるならば、二

次方程式の安定内点均衡へ導く。

鋸＝∫＊＝
1－1－4［（e〝一eり－pO］

1

亨

図14．階層組続の進化的安定均衡

命題3．エージェントに対し不効用の高い集団規

範e〝を遵守させるため、スーパーバイザーの強

化されたモニタリング（高いヴ）およびエージェン

トへのインセンティブ貸金口を準備することがで

きるならば（1－4［（e〝－eり一夕n］＞0（あるいは、

（e〟－eり－pn＜1／4）ならば）、次のように特徴付

けられるひとつの進化的安的均衡が存在する。
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1　　ぎー

1－が＝1一郎＝1／2（1＋1－4［（e〝－eり－pn］）

あるいは、

ズ．＝鋸＝1／2（1－1－4［（e〃一e9－pn］）

証明．命題1の証明より自明である。



階層組織の集団規範の均衡信念比率はパートナ

ーシップ企業の集団規範の均衡信念比率1－針＝

1／2（1＋小一4（e〟－e男（＜1一郎）よりも高くなる

ことを意味している。この意味は、ソーシャル・

ノルム・マネジメントは、効果的にインセンティ

ブを組み込んだ階層組織において実行されると管

理効果が増すことを意味している。インセンティ

ブないしペナルティ制度が組織のなかに組み込ま

れているならば、集団規範の遵守比率が強化され

ることは明らかである。しかしながら、集団規範

の信念比率がスーパーバイザーとエージェントと

の間の結託という逆機能によって相殺される問題

が残る。しかし、同時に、結託はプリンシパルの

モニタリングヴおよびプリンシパルによるペナル

ティダ、Gによって阻止される。これらの有効性

ついては次節で検討する。

4．階層組織のインセンティブの有効性

我々は最後にプリンシパル・エージェント企業と

しての階層組織の集団規範の遵守比率がパートナ

ーシップ企業としての単階層組織のそれよりも高

くなる可能性があることを示す。

これまでみてきたように、プリンシパル・エー

ジェント企業では、プリンシパルに残余請求権を

与えるというインセンティブ制度を導入すること

により、パートナーシップ企業での自己規制が真

に確実な強制規制になることを考察してきた。プ

リンシパル・エージェント企業に導入されたイン

センティブ制度は、エージェント間の結託の誘発

（自己規制の崩壊）を阻止するために導入される管

理制度といえる。ところが、プリンシパル、スー

パーバイザー、エージェントからなる多階層組織

を考えたとき、エージェント間の結託を阻止する

ために組織に導入されたインセンティブ制度は、

残余請求権を与えられたスーパーバイザーとエー

ジェント問に結託を誘発することになる。このと

き、プリンシパルは、スーパーバイザーとエージ

ェントとの結託を阻止するため、スーパーバイザ

ーに対するモニタリングを強化することになる。

プリンシパル（・スーパーバイザー）・エージェン

ト企業がインセンティブ制度だけでなくモニタリ

ング制度を組織に組み込み、有効的にスーパーバ
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イザーとエージェントとの結託を阻止することが

できるならば、パートナーシップ企業の自己規制

による管理はプリンシパル・エージェント企業の

強制規制による管理へと移行することが可能にな

る。

エージェントによる集団規範の遵守比率を改善

するために導入されたインセンティブ制度は、エ

ージェントの集団規範の遵守比率を改善する順機

能とスーパーバイザーとエージェントの結託を誘

発する逆機能を持つことになる。階層組織にイン

センティブ制度を導入することによる遵守比率の

改善は、インセンティブ制度の持つ逆機能により

相殺される可能性がある。階層組織にインセンテ

ィブとモニタリングの二つの制度が導入されたと

き、我々はインセンティブの順機能が逆機能を越

えられるかどうかをまだ検証していない。ここで、

そのことを考察することにする。

我々は、階層組織にインセンティブ制度が導入

されたとき、導入されたインセンティブ制度のも

たらす卓で表される順機能の部分と少で表される

逆機能の部分を計算することから始める。これら

は、図15から明らかなように次のように表わされ

る。

≠＝（1－鋸）－（1－βつ，

¢＝郎（（1一夕）＋クβ．（1－ヴ））

≠－¢≧0のとき、インセンティブによる改善部

分は発覚しない結託による改悪部分を越える。す

なわち、これは次のように表される。

（26）針＞鋸【2－ク〈トβ．（1－ヴ））］

命題4．1．パートナーシップ企業の集団圧力

が十分に強くないならば（すなわち、1／4＜

e〝一g⊥＜1／4＋Pnであれば、そして、モニタ

リング制度がよく機能しない場合にも、そし

て、結託がより拡散していたとしても）、イ

ンセンティブ制度を持つプリンシパル・エー

ジェント企業のような多階層組織がパートナ

ーシップ企業のような単階層組織に代わって

適合的に機能する可能性がある。

2．パートナーシップ企業の集団圧力が十分に強

いならば（すなわち、e〃－eエ＜1／4であれば）、



図15．インセンティブの順機能と逆機能

インセンティブとモニタリングの二つの管理

制皮が同時によく機能するのであれば、また、

そのときにだけ、プリンシパル・エージェン

ト企業のような多階層組織はパートナーシッ

プ企業のような単階層組織に代わって適合的

に機能する可能性がある。

証明・1・‡≦♂－〆＜‡＋坤のとき：

高い不効用格差1／4≦e〟一g上のとき、パート

ナーシップ企業の短期均衡スケジュールと長

期均衡スケジュールはたかだか一点で接する

にすぎない。すなわち、ズ′≧仇である。この

とき、長期安定均衡では信念比率は1－β．＝

0である。また、インセンティブ制度により

修正の効く不効用格差の範囲e〝一g上＜‡＋p

nにあるとき、インセンティブ制度を導入し

た多階層組織では集団規範の信念比率は1一

郎＞1／2まで上昇させることが可能である。

それらの条件で（26）式を書き換えると次の式

を得る。

β．＝1＞‡【2－ク（トβ．（1－州】

＞鋸［2－Pt1－βⅠ（1－9））】

高い不効用格差‡≦e〃－eりまあるが、インセ

ンティブ制度により修正の効く不効用格差の

範囲e〟－e上＜‡＋pnにあるとき、パートナ
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wS＋れ（β－G一g）；

W∬＿β－ダーe題′

wg＋8－g；
W∬一月一㌔

ーシップ（βⅠ＝1）から階層組織（鋸＜1／2）へ

移行する可能性がある（図16）。たとえ、モニ

タリング制度毎、ヴ）がよく機能せず、そして、

結託（β．）がより拡散したとしても、インセ

ンティブ管理制度（n）は集団規範の信念比率

を増大させるのに十分機能する。このことは

命題の最初の部分を証明している。

2・♂一〆＜‡のとき：

低い不効用格差〆一〆＜1／4のとき、パート

ナーシップ企業とプリンシパル・エージェン

ト企業の安定内点均衡1－針、1－鋸は1／2＜

1－β．＜1－β吉で特徴付けられる。1－β．と

1－鋸との差が小さいとき、インセンティブ

制度の順機能は結託の逆機能によって相殺さ

れる可能性がある（図17）。したがって、（26）

式を満たすためにインセンティブ制度と同時

にモニタリング制度がよく機能しなければな

らない。すなわち、スーパーバイザーおよび

プリンシパルはエージェントの集団規範の逸

脱をほぼ完全に監視できなければならない。

（a）ク＝1、β．＝0のとき：

スーパーバイザーはエージェントの怠業

をほぼ完璧に摘発し、しかも、エージェ

ントと結託しないことになる。

βⅠ≧鋸【2－Pt1－βⅠ（1－ヴ））1

針≧β音【2－p（1－0（1－ヴ））】

β．≧鋸【2－ク］
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図16．階層組織のインセンティブ制度の有効性

ご；

図17．階層組織のモニタリング制度の有効性
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（b）ク＝1、ヴ＝1のとき：

スーパーバイザーはエージェントの怠業

をほぼ完璧に摘発し、しかも、（エージ

ェントがスーパーバイザーと結託して

も、それを）プリンシパルが結託をほぼ

完全に摘発できることになる。

針≧鋸【2－Pt1－β．（1－9））］

針≧郎【2一夕（1－β．（1－1））】

β－≧鋤【2－ク］

このことは、命題の第2の部分を証明してい

る。

我々は、パートナーシップ企業の本来の機能で

ある集団圧力が十分でないとき、インセンティブ

機能を持つ階層組織への代替可能性があり、また、

あるいは、パートナーシップ企業の集団圧力が十

分であるときも、階層組織でインセンティブとモ

ニタリングの二つの管理過程がよく機能するなら

ば、また、そのときにだけ、階層組級がパートナ

ーシップ企業への代替可能性があることを明らか

にした。ただし、p31、β－＝0、および、ヴ＝1

の条件はモニタリング制度に達成が非常に困難な

水準を求めるものである。このとき、パートナー

シップ企業のままの方が現実的である。したがっ

て、パートナーシップ企業の組織規模が月巴大化し、

パートナーシップ企業の本来の集団圧力が機能し

なくなったときに、パートナーシップ企業の自己

規制による管理はプリンシパル・エージェント企

業の強制規制による管理へと移行する可能性があ

ることに注意しなさい。

5．結論

ソーシャル・ノルム・マネジメントの過程は短期

と長期の両方からの影響によるものである。ここ

では、ソーシャル・ノルム・マネジメントを理解

する目的で単純なモデルを提示した。特に、イン

センティブが組織のノルム形成にどのような影響

を与えるのかを考察することで、それぞれのタイ

プの組織の有効性を明らかにしようとした。そし

て、ここでは、二つの異なるタイプの組織が考察
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されている。すなわち、パートナーシップ企業と

プリンシパル・エージェント企業である。ソーシ

ャル・ノルム・マネジメントがこれらの二つの組

織にどのような過程で影響を及ぼしているのかを

幾つかの原則にまとめておく。

第一の単純な原則は、正（／順機能へ）の集団圧

力はパートナーシップ企業と階層組織の両方で個

人の行動に継続的に影響することができる。

第二の単純な原則は、階層組織のインセンティ

ブ管理は集団規範の遵守比率に直接影響すること

で、また、集団規範の信念比率に間接的および長

期的に影響することで正（／脳機能へ）の集団圧力

を生じる。

第三の単純な原則は、階層組織のインセンティ

ブ管理はスーパーバイザーに不正行為の裁定の機

会を与えてしまう。

第四の単純な原則は、階層組織へのインセンテ

ィブおよびモニタリング管理制度の導入はスーパ

ーバイザーの不正行為の裁定機会を抑止すること

で集団規範の遵守比率に直接影響することで、ま

た、集団規範の信念比率に間接的および長期的に

影響することで正（／順機能へ）の集団圧力を生じ

る。

我々は、ある場合には、パートナーシップ企業

に代わりプリンシパル・エージェント企業の階層

組織が適合する可能性があることを示している。

インセンティブ制度は臨界値の近傍にある時好パ

ラメータを持つ個人にとりより効果的である。す

なわち、相対的に社会的圧力に対しよりセンシテ

ィブである個人には有効に機能する。しかしなが

ら、インセンティブ制度は、同時に、組織に不正

行為等の負の機能をもたらす。階層組織は、イン

センティブ制度の持つ負の機能があっても、集団

規範の遵守比率が増大するように機能する場合が

ある。すなわち、パートナーシップ企業における

集団規範の集団圧力は十分に機能する場合におい

ても、インセンティブとモニタリングの二つの機

能が同時に機能する場合はプリンシパル・エージ

ェント企業の階層組織により代替される場合があ

ることが観察される。

プリンシパル・エージェント企業は、パートナ

ーシップ企業が依存する集団圧力による管理を断

ち切り、プリンシパルに残余請求権を付与するイ

ンセンティブ管理を導入した。しかし、インセン



ティプ管理は、あくまでも、集団圧力による管理

の補完機能である。したがって、インセンティブ

管理がプリンシパル・エージェント企業に導入さ

れたとしても集団圧力による管理を阻止したり、

抑制したりすることはない。むしろ、集団圧力に

よる管理とインセンティブ管理は相互に補完しあ

う関係にある。ここでは、.この可能性を考察して

きた。自己規制による管理、すなわち、集団圧力

による管理が十分に機能するとき、パートナーシ

ップ企業形態がとられ、また、自己規制による管

理、いわゆる、集団圧力による管理が十分に機能

しないときには、強制規制による管理、すなわち、

インセンティブ管理を持つプリンシパル・エージ

ェント企業形態が機能することが考えられる。し

かし、同時に、このときも、自己規制による管理、

集団圧力による管理は強制規制による管理、イン

センティブ管理を補完する機能を十分持ちうるの

である。

アペンディクス

命題1の証明.x′-0およびx,-lで、短期均衡ス

ケジュールは長期均衡の下側に位置する。さらに、

eH-eL≧1/4であるならば、短期スケジュールは

凹であるので、それは長期スケジュールの下側に

位置するO区間x,∈【0,1]について、x,>e,であ

る。両スケジュールはこのとき交差しない。した

がって、eH-eL≧1/4のときには、x,>e,を調整す

べくxは増大し続け、"-e*-¥にいたることに

なる。これは命題の最初の部分を証明している。

ここで、e"-e'<l/4であるならば、すなわち、

両スケジュールが交差するならば内点解が存在す

ることになる.内点解は、短期スケジュールを長

期スケジュールと連立でOIについて解くことにな

る。

1-jc,-1-

e-x,-ァ・豊

あるいは、

-0+(eH-eL)=O
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二次方程式を解くと二つの内点解を得ることにな

る。それは次のように表される。

0?,2=
1±Vl-4 (e〟-eL)

ひとつの内点解e-‡{l-yi-4(e"-e')}において、

両スケジュールは交差する。そして、これは安定

均衡である.もし、集団規範の遵守比率がx<

tllノl-4(e"-e')}に向かって逸脱するときは、短

期均衡スケジュールは長期均衡スケジュールの下

側に位置する(6<x,)c　したがって、 0′は1*-xl

-‡{l-Vl-4(e"-e')}となるまで増加し続けるO他

方、逸脱がx>Itl+ノl-4(e"-e')に向かうとき、

短期均衡スケジュールは長期均衡スケジュールの

上側に位置する(0>x,)。したがって、 0,はo'-

xT-I{i-Vi-4(e〝-*)}となるまで減少し続ける。

かくして、この内点解は安定的長期均衡となる。

もうひとつの内点解β-‡fl十Vl-4(e"-e')}にお

いて、両スケジュールが交差するがその点は安定

均衡ではない。集団規範の遵守比率がx>‡

{l+Vl-4(e〝-e')}に向かって逸脱するとき、短期

均衡スケジュールは長期均衡スケジュールの下側

に位置する(e<x,)。したがって、 x>6,を調整す

べくxは増大し続け、 x*-O*-lにいたることに

なる。 x<‡{l+Vl-4(e"-e')}に向かって逸脱する

とき、短期均衡スケジュールは長期均衡スケジュ

ールの上側に位置する(β>∫′)。したがって、仇は

>・-*?-‡{l-Vl-4(e〝-e')}となるまで減少し続

ける。かくして、この内点解は安定的長期均衡と

はならない。これは命題の第2の部分を証明した

ことになる。
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